
Title 上博楚簡『鄭子家喪』にみえる天人相関思想

Author(s) 福田, 一也

Citation 中国研究集刊. 2011, 52, p. 61-78

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/61265

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



二
0
0
八
年
十
二
月
に
刊
行
さ
れ
た
馬
承
源
主
編
『
上
海
博
物

館
蔵
戦
国
楚
竹
書
』
の
第
七
分
冊
に
、
『
鄭
子
家
喪
』
と
命
名
さ
れ

た
古
文
献
が
収
録
さ
れ
て
い
る
斤
1
)
。
本
篇
は
、
春
秋
の
五
覇
の

一
人
と
し
て
名
高
い
楚
の
荘
王
に
関
す
る
故
事
で
あ
り
、
そ
こ
に

記
さ
れ
る
歴
史
的
事
件
は
、
『
左
伝
』
や
『
史
記
』
に
も
関
連
す
る

記
載
が
み
え
る
。

上
博
楚
簡
は
、
上
海
博
物
館
が
香
港
の
骨
菰
市
場
よ
り
購
入
し

た
竹
簡
で
あ
る
た
め
、
竹
簡
の
正
確
な
出
土
地
点
、
及
び
下
葬
時

期
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
中
国
科
学
院
上
海
原
子

核
研
究
所
に
て
行
わ
れ
た
炭
素
十
四
測
定
法
に
よ
り
、
前
三
七
三

年
＼
前
二
四
三
年
の
間
の
竹
簡
で
あ
る
と
の
結
果
が
得
ら
れ
て
い

る
(
d
2
)
。
ま
た
出
土
地
点
に
つ
い
て
は
、
判
然
と
し
な
い
状
況
で

は
あ
る
も
の
の
、
種
々
の
状
況
か
ら
郭
店
楚
簡
と
同
じ
楚
地
で
あ

序

言 上
博
楚
簡

『
鄭
子
家
喪
』

る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
沈
3)°

既
発
表
の
上
博
楚
簡
に
は
、

多
く
の
楚
王
説
話
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
や
は
り
上
博
楚
簡

が
楚
地
よ
り
出
土
し
た
こ
と
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
楚

王
説
話
は
、
楚
の
現
地
性
の
文
献
と
み
ら
れ
て
お
り
（
礼
4
)

、
『
鄭
子

家
喪
』
も
そ
の
一
っ
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

第
七
分
冊
の
公
表
直
後
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
学
術
サ

イ
ト
「
簡
吊
網
」
や
「
復
旦
大
学
出
土
文
献
与
古
文
字
研
究
中
心
」

（
以
下
、
「
復
旦
網
」
と
略
称
）
な
ど
に
、
文
字
の
考
証
を
中
心
と

す
る
多
く
の
札
記
類
が
発
表
さ
れ
た
凡
5
)
。
ま
た
、
日
本
に
お
い

て
も
こ
れ
ら
の
成
果
を
取
り
入
れ
た
小
寺
敦
氏
や
金
城
未
来
氏
の

訳
注
が
発
表
さ
れ
て
お
り
（
袢
6
)
、
『
鄭
子
家
喪
』
の
通
読
も
一
通
り

可
能
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
文
字
考
証
の
成
果
を
踏
ま

え
、
今
後
は
本
文
献
の
内
容
分
析
が
研
究
の
中
心
と
な
っ
て
く
る

で
あ
ろ
う
。

『
鄭
子
家
喪
』
は
、
楚
の
荘
王
を
主
人
公
と
す
る
歴
史
説
話
で

に
み
え
る
天
人
相
関
思
想

『
中
国
出
土
文
献
研
究
2
0
1
0
』
(
『
中
国
研
究
集
刊
』
別
冊
特
集
号
〈
総
五
十
二
号
〉
）

平
成
二
十
三
年
二
月
六
—
ー
七
八
頁

届
I

田

ネ

也
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あ
り
、
前
五
九
八
年
の
楚
に
よ
る
鄭
の
包
囲
か
ら
翌
年
の
晋
楚
の

戦
い
（
屈
の
戦
い
）
ま
で
の
経
緯
が
、
楚
の
視
点
か
ら
描
写
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
本
説
話
の
中
で
楚
の
荘
王
は
、
鄭
へ
の
出
兵
を

論
議
し
た
り
、
君
主
殺
し
を
行
っ
た
子
家
の
罪
を
糾
弾
し
た
り
す

る
場
面
に
お
い
て
、
天
（
上
帝
）
の
怒
り
や
鬼
神
の
禍
に
言
及
し

て
お
り
、
そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
天
人
相
関
思
想
が
看
取
さ
れ
る
。

天
の
事
象
と
人
の
事
象
と
を
結
び
つ
け
る
天
人
相
関
思
想
は
、
こ

れ
ま
で
公
表
さ
れ
た
上
博
楚
簡
中
の
諸
篇
に
も
み
え
て
お
り
、
決

し
て
本
篇
に
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
『
鄭
子
家

喪
』
の
場
合
は
、
あ
る
特
殊
な
立
場
に
基
づ
く
天
人
相
関
思
想
と

な
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
説
話
全
体
の
理
解
に
も
大
き
く
関
わ

っ
て
く
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
荘
王
の
発
言
中
に
登
場
す
る
天
や
鬼
神
に

着
目
し
、
本
篇
に
み
え
る
天
人
相
関
思
想
に
つ
い
て
考
察
を
加
え

た
い
と
思
う
。『

鄭
子
家
喪
』
の
書
誌
情
報
と
そ
の
内
容

『
鄭
子
家
喪
』
は
、
甲
本
と
乙
本
の
二
種
の
テ
キ
ス
ト
が
出
土

し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
全
七
簡
で
あ
り
、
内
容
も
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

整
理
者
は
陳
傾
芥
氏
。
も
と
も
と
の
篇
題
は
な
く
、
冒
頭
の
四
字

か
ら
「
鄭
子
家
喪
」
と
仮
称
さ
れ
て
い
る
。
甲
本
は
全
て
完
整
簡

で
、
簡
長
三
十
三

・-cms三
十
三
・
ニ

Cm
、
二
道
編
綾
、
右
契

ロ
。
上
下
端
は
平
斉
。
各
簡
の
字
数
は
、
三
十
一
字

S
三
十
六
字

程
度
。
乙
本
は
全
て
残
簡
で
あ
り
、
簡
長
は
三
十
四

cms四
十
七
・

五
cDl
。
二
道
編
餞
、
右
契
口
。
上
下
端
は
平
斉
。
乙
本
に
は
欠
損

部
分
が
多
い
が
、
甲
本
が
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
残
っ
て
い
る
の
で
、

そ
の
欠
損
箇
所
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
両
テ
キ
ス
ト
に
は
若
干

の
文
字
の
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
同
一
の
テ
キ
ス
ト

と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
完
全
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る

甲
本
を
使
用
す
る
（
注
7
)
0

以
下
に
示
す
釈
文
は
、
陳
侃
芥
氏
の
釈
文
と
前
掲
の
「
簡
吊
網
」

や
「
復
旦
網
」
な
ど
に
発
表
さ
れ
て
い
る
諸
家
の
意
見
を
参
考
に

筆
者
が
確
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
【
】
中
の
数
字
は
竹
簡
の
整
理

番
号
、

111
は
墨
鉤
で
あ
る
。
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
竹
簡
の
排
列

に
関
す
る
異
説
は
特
に
提
出
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
釈
文
と
併

せ
て
訓
読
と
現
代
語
訳
を
載
せ
て
お
く
。

[
釈
文
]

鄭
子
家
喪
五
8
)
、
邊
冗
9
)
人
束
告
。
荘
王
就
(ILIO)
大
夫
而
奥
之

言
日
、
「
鄭
子
家
殺
其
君
。
不
穀
日
欲
以
告
大
夫
、
以
邦
之
病

nil)、

【
0
1
】
以
及
(it12)
於
今
。
天
厚
(itm)
楚
邦
、
思
（
使
）
為
諸
侯
正
（
社
14)0

今
、
鄭
子
家
殺
其
君
、
将
保
其
寵
光
（
注
ぽ
）
、
以
及
入
地
。
如
上
帝

鬼
【
0
2
】
神
以
為
怒
、
吾
将
何
以
答
。
雖
邦
之
病
、
賂
必
為
師
。
」
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乃
起
師
園
鄭
三
月
。
鄭
人
請

n16)其
故
。
王
命
（
使
）
答
之
日
、

「
鄭
子
【
0
3
】
家
顛
覆
天
下
之
證
、
弗
畏
鬼
神
之
不
祥
、
栽
賊

n17)

其
君
。
余
（
注
18)
将
必
思
（
使
）
子
家
母
以
成
名
位
於
上
、
而
滅
【
0
4
】

覆
(ti19)
於
下
。
」
鄭
人
命
（
使
）
以
子
良
為
質
(ii20)
、
命
思
（
使
）

子
家
梨
木
三
寸
汀
21)
、
疏
索
以
紘
凡
22)
、
母
敢
丁
（
翡
忍
門
而
出
、

掩
(iio21)
之
城
基
。
【
0
5
】
王
許
之
。

師
未
還
‘
晉
人
渉
、
将
救
鄭
。
王
将
還
、
大
夫
皆
進
日
、
「
君
王

之
起
此
師
、
以
子
家
之
故
。
今
晉
【
0
6
】
人
将
救
子
家
、
君
王
必

進
師
以
辺
（
沈
20)
之
。
」
王
安
（
焉
）
還
軍
以
辺
之
、
典
之
戦
於
雨
棠
、

大
敗
晉
師
安
（
焉
）

11
。【07】

[
訓
読
]

鄭
の
子
家
喪
し
、
邊
人
束
り
て
告
ぐ
。
荘
王
は
大
夫
に
就
き
て

か
た

之
と
言
り
て
日
く
、
「
鄭
の
子
家
は
其
の
君
を
殺
す
。
不
穀
は
日
び

う
れ
い

以
て
大
夫
に
告
げ
ん
と
欲
す
る
も
、
邦
の
病
を
以
て
、
以
て
今
に

及
ぶ
。
天
は
楚
邦
に
厚
く
し
て
、
諸
侯
の
正
と
為
さ
し
む
。
今
、

鄭
の
子
家
は
其
の
君
を
殺
す
も
、
将
に
其
の
寵
光
を
保
ち
て
、
以

し
力
り

て
地
に
入
る
に
及
ば
ん
と
す
。
如
し
上
帝
鬼
神
以
て
怒
を
為
さ
ば
、

う
れ
い

吾
れ
は
将
に
何
を
以
て
答
え
ん
や
。
邦
の
病
あ
り
と
雖
も
、
将
に

必
ず
師
を
為
さ
ん
と
す
」
と
。

ゆ
え

乃
ち
師
を
起
し
て
鄭
を
園
む
こ
と
三
月
。
鄭
人
、
其
の
故
を
請

う
。
王
は
之
に
答
え
し
め
て
日
く
、
「
鄭
の
子
家
は
天
下
の
證
を
顛

し
ょ
う
ぞ
く

覆
し
、
鬼
神
の
不
祥
を
畏
れ
ず
、
其
の
君
を
栽
賊
す
。
余
は
、
将

に
必
ず
子
家
を
し
て
成
名
を
以
て
上
に
位
す
る
こ
と
母
く
、
下
に

滅
覆
せ
し
め
ん
と
す
」
と
。
鄭
人
は
子
良
を
以
て
質
と
為
さ
し
め
、

子
家
を
し
て
梨
木
三
寸
、
疏
索
以
て
紘
し
、
敢
え
て
丁
門
よ
り
出

だ
す
母
く
、
之
を
城
基
に
掩
わ
し
む
。
王
、
之
を
許
す
。

師
未
だ
還
ら
ざ
る
に
、
晉
人
渉
り
て
、
将
に
鄭
を
救
わ
ん
と
す
。

王
、
将
に
還
ら
ん
と
す
る
も
、
大
夫
皆
な
進
み
て
日
く
、
「
君
王
の

こ
と

此
の
師
を
起
す
は
、
子
家
の
故
を
以
て
な
り
。
今
、
晉
人
牌
に
子

家
を
救
わ
ん
と
す
れ
ば
、
君
王
は
必
ず
師
を
進
め
て
以
て
之
に
辺

す
な
わ

る
べ
し
」
と
。
王
は
焉
ち
軍
を
還
し
て
以
て
之
に
辺
り
、
之
と
雨

棠
に
戦
い
、
大
い
に
晉
師
を
敗
る
Illo

[
現
代
語
訳
]

鄭
の
子
家
が
死
去
し
、
辺
境
の
役
人
が
こ
れ
を
報
告
し
て
き
た
。

荘
王
は
大
夫
の
と
こ
ろ
に
出
向
き
、
大
夫
と
語
っ
て
言
っ
た
。
「
鄭

の
子
家
は
そ
の
君
を
試
殺
し
た
。
私
は
日
々
大
夫
に
告
げ
よ
う
と

思
っ
て
い
た
が
、
当
時
、
楚
国
に
は
混
乱
が
あ
っ
た
の
で
、
今
に

至
っ
て
し
ま
っ
た
。
天
は
楚
国
を
厚
遇
し
、
諸
侯
の
長
と
し
た
。

今
、
鄭
の
子
家
は
前
君
を
試
殺
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
君
の

寵
愛
を
保
持
し
た
ま
ま
埋
葬
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
も
し
上
帝

や
鬼
神
が
お
怒
り
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
私
は
ど
の
よ
う
に
お
答
え

す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
楚
国
に
混
乱
が
あ
る
と
は
い
え
、
必

(63) 



荘
王
は
兵
を
発
し
、
鄭
国
を
包
囲
す
る
こ
と
三
月
に
及
ん
だ
。

鄭
人
は
荘
王
に
（
鄭
を
包
囲
す
る
）
理
由
を
尋
ね
た
。
王
は
答
え

て
言
っ
た
。
「
鄭
の
子
家
は
天
下
の
礼
を
顛
覆
さ
せ
、
鬼
神
の
禍
を

恐
れ
ず
、
そ
の
君
を
試
殺
し
た
。
私
は
、
必
ず
子
家
が
（
大
夫
と

い
っ
た
）
美
名
を
有
し
、
上
位
に
あ
る
（
ま
ま
死
を
迎
え
る
）
こ

と
の
な
い
よ
う
に
さ
せ
、
下
位
の
身
分
で
族
滅
さ
せ
て
や
る
の
だ
」

と
。
（
こ
れ
を
受
け
、
）
鄭
人
は
（
鄭
伯
の
弟
の
）
子
良
を
人
質
に

差
し
出
し
、
子
家
の
葬
儀
は
梨
木
製
の
厚
さ
三
寸
た
ら
ず
の
棺
に

粗
い
縄
で
縛
る
と
い
っ
た
粗
末
な
形
に
し
て
、
（
正
門
で
あ
る
）
丁

門
を
通
ら
せ
ず
、
そ
の
遺
体
を
内
城
の
城
壁
の
と
こ
ろ
に
埋
葬
し

た
。
そ
こ
で
荘
王
は
許
し
た
。

楚
軍
が
ま
だ
帰
還
し
な
い
う
ち
に
、
晋
が
黄
河
を
渡
っ
て
鄭
の

救
援
に
や
っ
て
き
た
。
荘
王
は
そ
の
ま
ま
帰
国
し
よ
う
と
し
た
が
、

楚
の
大
夫
た
ち
は
皆
な
進
み
出
て
言
っ
た
。
「
そ
も
そ
も
王
が
こ
の

た
び
軍
隊
を
発
動
さ
れ
ま
し
た
の
は
、
子
家
の
一
件
の
た
め
で
ご

ざ
い
ま
す
。
今
、
晋
は
そ
の
子
家
を
救
お
う
と
軍
隊
を
こ
ち
ら
に

差
し
向
け
て
お
り
ま
す
の
で
、
王
は
必
ず
軍
隊
を
進
め
て
（
不
義

の
子
家
に
与
す
る
）
晋
軍
を
迎
え
撃
つ
べ
き
で
す
」
と
。
そ
こ
で

荘
王
は
、
軍
を
返
し
て
晋
軍
を
迎
え
撃
ち
、
両
棠
で
戦
っ
て
大
い

に
こ
れ
を
打
ち
破
っ
た
。

ず
軍
隊
を
発
動
（
し
、
子
家
の
不
義
を
正
）
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」

と

①
は
、
鄭
の
子
家
が
死
去
し
た
と
の
報
せ
を
受
け
た
荘
王
が
大

夫
の
も
と
に
出
向
き
、
協
議
を
行
う
場
面
で
あ
る
。
荘
王
は
以
前

か
ら
子
家
の
討
伐
を
企
図
し
て
い
た
が
、
当
時
は
楚
国
に
混
乱
が

③ ② ① 
『
鄭
子
家
喪
』
は
、
鄭
の
子
家
が
死
去
し
た
一
報
が
も
た
ら
さ

れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
鄭
の
子
家
と
は
、
『
左
伝
』
宣
公
四
年

H
即
六

0
五
年
]
に
み
え
る
有
名
な
「
食
指
が
動
く
」
の
故
事
に
登

場
す
る
人
物
で
あ
る
。
鄭
の
霊
公
は
、
以
前
か
ら
仲
の
悪
か
っ
た

子
公
に
だ
け
、
意
地
悪
く
す
っ
ぽ
ん
を
振
る
舞
わ
な
か
っ
た
。
こ

れ
を
恨
み
に
思
っ
た
子
公
は
、
大
夫
の
子
家
に
霊
公
の
殺
害
を
も

ち
か
け
る
。
子
家
は
一
旦
は
断
る
も
の
の
、
子
公
の
證
言
を
恐
れ
、

結
局
は
共
謀
し
て
鄭
君
の
殺
害
に
及
ぶ
。
冒
頭
部
分
の
「
鄭
の
子

家
は
其
の
君
を
殺
す
」
と
は
、
こ
の
事
件
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ

る。
『
鄭
子
家
喪
』
は
、
以
下
の
三
つ
の
場
面
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
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鄭
へ
の
出
兵
を
協
議
す
る
場
面

鄭
を
包
囲
す
る
場
面

晋
楚
の
戦
い
（
郎
の
戦
い
）

『
鄭
子
家
喪
』
の
物
語
構
成
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あ
っ
た
の
で
言
い
出
せ
ず
に
い
た
と
打
ち
明
け
る
。
そ
の
間
に
子

家
は
何
事
も
な
く
天
寿
を
全
う
し
、
今
、
平
穏
な
葬
儀
が
営
ま
れ

よ
う
と
し
て
い
る
。
天
の
厚
遇
を
受
け
て
覇
者
と
な
っ
た
自
分
が

こ
れ
を
見
過
ご
せ
ば
、
上
帝
や
鬼
神
の
怒
り
を
か
う
こ
と
に
な
る

と
し
て
、
荘
王
は
鄭
へ
の
出
兵
を
決
意
す
る
。

②
は
、
鄭
を
三
ヶ
月
に
渡
っ
て
包
囲
す
る
場
面
で
あ
り
、
『
左
伝
』

や
『
史
記
』
に
は
前
五
九
七
年
の
こ
と
と
し
て
み
え
る
。
荘
王
は

鄭
に
す
ぐ
さ
ま
攻
撃
を
加
え
る
こ
と
は
せ
ず
、
こ
れ
を
包
囲
す
る

に
と
ど
め
る
。
鄭
人
は
、
荘
王
に
包
囲
さ
れ
る
理
由
が
わ
か
ら
ず
、

荘
王
に
そ
の
真
意
を
尋
ね
る
。
荘
王
は
、
試
殺
と
い
う
大
罪
を
犯

し
た
子
家
が
、
大
夫
と
い
っ
た
高
位
を
保
持
し
た
ま
ま
で
い
る
こ

と
は
許
さ
れ
ず
、
必
ず
そ
の
地
位
を
剥
奪
し
て
や
る
の
だ
と
回
答
。

そ
こ
で
鄭
人
は
、
子
家
の
葬
儀
を
粗
末
に
す
る
な
ど
の
処
置
を
講

じ
、
荘
王
も
鄭
人
を
許
し
て
こ
の
一
件
は
落
着
す
る
。

③
は
、
晋
と
楚
が
干
文
を
交
え
た
、
い
わ
ゆ
る
郎
の
戦
い
の
顛

末
で
あ
り
、
『
左
伝
』
や
『
史
記
』
に
は
前
五
九
七
年
の
こ
と
と
し

て
み
え
る

C

子
家
の
一
件
を
処
理
し
た
荘
王
は
、
帰
国
の
途
に
つ

こ
う
と
す
る
。
こ
の
時
、
鄭
の
危
急
を
知
っ
た
晋
軍
が
黄
河
を
渡

り
、
鄭
の
救
援
に
向
か
っ
て
い
た
。
荘
王
は
こ
の
報
せ
を
受
け
る

も
の
の
、
無
視
し
て
帰
国
の
準
備
を
続
け
る
。
楚
の
大
夫
た
ち
は
、

晋
の
派
兵
は
子
家
の
救
援
を
意
図
し
た
も
の
な
の
で
、
晋
の
討
伐

な
し
に
は
今
回
の
目
的
は
達
成
さ
れ
な
い
と
進
言
。
荘
王
は
こ
の

一
簡
の
冒
頭
を
次
の
よ
う

進
言
を
受
け
入
れ
、
軍
を
返
し
て
両
棠
で
晋
軍
を
大
敗
さ
せ
る
。

筆
者
が
確
定
し
た
釈
文
に
基
づ
く
物
語
理
解
は
以
上
の
と
お
り

で
あ
る
が
、
個
々
の
文
字
の
隷
定
が
異
な
れ
ば
、
当
然
な
が
ら
物

語
の
理
解
も
大
き
く
変
わ
る
。
中
で
も
、
と
り
わ
け
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
す
の
が
、
①
の
場
面
に
お
け
る
荘
王
の
発
言
を
如
何
に
解

釈
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

原
釈
文
者
で
あ
る
陳
侃
芥
氏
は
、
第

に
隷
定
す
る
。

（
陳
氏
）
「
以
急
於
今
而
後
楚
邦
思
為
諸
侯
正
」

、、

（
福
田
）
「
以
及
於
今
天
厚
楚
邦
思
為
諸
侯
正
」

（
注
1
3
)
に
記
し
た
よ
う
に
、
筆
者
は
第
二
簡
の
五
字
目
と
六

字
目
、
す
な
わ
ち
陳
侃
芥
氏
が
「
而
後
」
と
隷
定
す
る
文
字
を
、

侯
乃
峰
氏
の
指
摘
に
従
い
、
「
天
厚
」
と
隷
定
し
た
。
こ
れ
は
草
野

友
子
氏
や
金
城
未
来
氏
も
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
字
形

の
面
か
ら
み
て
、
五
字
目
は
明
ら
か
に
「
而
」
字
で
は
な
く
「
天
」

字
で
あ
る
点
が
、
そ
の
理
由
の
―
つ
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
意
見

は
む
し
ろ
少
数
派
で
あ
り
、
「
而
後
」
と
釈
読
す
る
学
者
の
ほ
う
が

圧
倒
的
に
多
い
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
さ
れ
る
札
記
等
で
は
、
文
字
の
隷

定
作
業
を
中
心
と
す
る
た
め
、
そ
の
一
文
や
前
後
の
文
脈
を
ど
の
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よ
う
に
理
解
し
た
の
か
明
示
さ
れ
な
い
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、

「
而
後
」
説
を
支
持
す
る
小
寺
敦
氏
の
訳
注
に
は
、
釈
文
に
加
え

て
訓
読
や
現
代
語
訳
も
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
該
所
の
全
体
的
な
理

解
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
(it26)°

そ
こ
で
以
下
で
は
こ
れ
を
参
考

に
「
而
後
」
説
に
依
拠
し
た
場
合
の
物
語
理
解
に
つ
い
て
み
て
み

た
い
と
思
う
。

【
小
寺
氏
の
釈
文
・
訓
読
・
現
代
語
訳
】

不
穀
日
欲
以
告
大
夫
、
以
邦
之
病
、
以
急
。
於
今
而
後
楚
邦

應
（
思
？
汀
27)
）
為
諸
侯
正
。

}
f
 

不
穀
日
に
以
て
大
夫
に
告
げ
、
以
て
邦
の
病
と
し
、
以
て
急

な
ら
ん
と
欲
す
。
今
に
於
い
て
而
る
後
に
楚
邦
を
し
て
諸
侯

の
正
を
為
さ
思
め
ん
。

私
は
日
々
大
夫
た
ち
に
こ
の
こ
と
を
告
げ
、
こ
れ
が
（
楚
）

國
の
病
で
あ
り
、
急
を
要
す
る
こ
と
で
あ
る
と
告
げ
よ
う
と

し
て
い
る
。
今
後
は
楚
國
を
諸
侯
の
覇
者
と
し
よ
う
で
は
な

、、°
し
カ

小
寺
氏
は
、
「
今
に
於
い
て
而
る
後
に
楚
邦
を
し
て
諸
侯
の
正
を

為
さ
思
め
ん
」
と
訓
読
し
、
「
今
後
は
楚
國
を
諸
侯
の
覇
者
と
し
よ

う
で
は
な
い
か
」
と
訳
出
す
る
。
す
な
わ
ち
、
荘
王
が
楚
国
を
覇

者
の
国
と
す
べ
く
、
そ
の
抱
負
を
語
っ
た
も
の
と
し
て
こ
の
一
文

を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
点
で

楚
は
ま
だ
覇
者
の
地
位
に
は
な
い
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

ろ
う
c

「
而
後
」
説
を
支
持
す
る
場
合
、
細
部
に
は
違
い
も
あ
ろ
う

が
、
基
本
的
に
は
こ
れ
に
類
す
る
解
釈
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
一

方
、
筆
者
は
「
天
厚
」
説
を
採
用
し
て
、
「
天
は
楚
邦
に
厚
く
し
て
、

諸
侯
の
正
と
為
さ
し
む
」
と
釈
読
し
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
荘
王

は
覇
者
を
自
認
し
て
い
た
と
理
解
し
た
。
わ
ず
か
二
字
の
違
い
で

は
あ
る
も
の
の
、
該
所
は
説
話
全
体
の
理
解
に
き
わ
め
て
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
一
体
、
本
説
話
は
全
体
と
し
て
い
ず
れ
の
意
で
理
解

す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
後
文
の
「
上

しヵ＂↑

帝
鬼
神
以
て
怒
を
為
さ
ば
、
吾
れ
は
将
に
何
を
以
て
答
え
ん
や
」

と
い
う
荘
王
の
発
言
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
荘
王
が
出
兵
に
踏
み
切

っ
た
の
は
、
上
帝
鬼
神
の
罰
を
恐
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
他
国
の

事
件
に
対
し
、
な
ぜ
楚
の
荘
王
が
上
帝
鬼
神
の
罰
を
恐
れ
る
の
か

に
つ
い
て
は
次
節
以
降
で
詳
説
す
る
が
、
結
論
か
ら
言
え
ば
、
そ

れ
は
荘
王
が
自
身
を
覇
者
と
位
骰
づ
け
て
い
る
こ
と
と
関
係
す
る
。

天
に
厚
遇
さ
れ
、
天
か
ら
天
下
を
保
全
す
る
役
割
を
任
じ
ら
れ
た

覇
者
だ
か
ら
こ
そ
、
他
国
の
混
乱
に
対
し
て
も
責
任
を
感
じ
、
天

罰
を
恐
れ
る
の
で
あ
る
。
「
而
後
」
説
で
解
釈
し
た
場
合
、
先
述
の

如
く
楚
国
は
ま
だ
覇
者
と
な
っ
て
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う

で
あ
れ
ば
、
他
国
の
事
件
に
対
し
、
荘
王
は
何
ら
責
任
を
負
う
必

要
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
上
帝
鬼
神
の
罰
を
恐
れ
る
必
然
性
も
な

く
な
る
で
あ
ろ
う
。
字
形
の
面
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
内
容
面
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か
ら
も
、

る。

該
所
は
「
天
厚
」
と
隷
定
す
る
の
が
妥
当
と
考
え
ら
れ

よ
っ
て
本
説
話
は
、
こ
れ
か
ら
覇
者
た
ら
ん
と
す
る
楚
の
荘

王
の
物
語
で
は
な
く
、
す
で
に
覇
者
と
な
っ
た
荘
王
を
描
く
物
語

と
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
（
札
翌
o

楚
王
は
子
家
の
一
件
を
大
夫
ら
と
協
諮
す
る
場
面
に
お
い
て
、

天
（
上
帝
）
や
鬼
神
に
言
及
し
、
鄭
に
出
兵
す
る
根
拠
と
す
る
。

天
は
楚
邦
に
厚
く
し
て
、

1-＝1"侯
の
正
と
為
さ
し
む
。
今
、
鄭

の
子
家
は
其
の
君
を
殺
す
も
、
将
に
其
の
寵
光
を
保
ち
て
、

以
て
地
に
入
る
に
及
ば
ん
と
す
。
姻
以
凶
斜
畝
盃
湿
窃
溢
窃
匂

鮫

。

邦

の

郷

あ

り

と
雖
も
、
将
に
必
ず
師
を
為
さ
ん
と
す
。

「
天
は
楚
邦
に
厚
く
し
て
、
諸
侯
の
正
と
為
さ
し
む
」
と
あ
る

よ
う
に
、
天
が
楚
国
を
厚
遇
し
、
そ
の
恩
恵
と
し
て
「
諸
侯
の
正
」

の
地
位
を
与
え
た
と
荘
王
は
述
べ
る
。
「
諸
侯
の
正
」
と
は
、
諸
侯

の
長
、
い
わ
ゆ
る
「
覇
者
」
の
地
位
を
指
す
。
楚
国
が
天
の
厚
遇

を
得
る
に
至
っ
た
理
由
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
荘

王
は
、
自
分
の
治
政
が
天
意
に
適
う
も
の
で
あ
っ
た
が
故
に
、
天

3
 

『
鄭
子
家
喪
』
に
お
け
る
「
天
」

か
ら
特
別
待
遇
を
受
け
る
に
至
っ
た
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
カ
IJ

し
か
し
そ
の
一
方
で
「
如
し
上
帝
鬼
神
以
て
怒
を
為
さ
ば
、
吾
れ

は
将
に
何
を
以
て
答
え
ん
や
」
と
、
今
度
は
逆
に
「
上
帝
」
や
「
鬼

神
」
の
怒
り
を
畏
れ
る
そ
ぶ
り
も
み
せ
る
。
（
こ
の
箇
所
の
「
上
帝
」

は
、
表
記
は
異
な
る
も
の
の
、
前
出
の
「
天
」
を
指
す
。
詳
細
は

後
述
。
）
天
の
怒
り
は
、
為
政
者
の
統
治
に
対
す
る
天
の
評
価
で
あ

り
、
具
体
的
に
は
災
害
な
ど
の
天
罰
と
な
っ
て
顕
現
化
す
る
。
天

は
楚
国
を
厚
遇
す
る
な
ど
の
恩
恵
を
与
え
る
一
方
で
、
そ
の
統
治

に
不
満
を
抱
け
ば
災
禍
を
も
た
ら
す
存
在
で
も
あ
り
、
そ
う
な
れ

ば
こ
れ
を
回
避
す
る
術
は
な
い
。
荘
王
が
天
を
畏
怖
す
る
理
由
も

そ
こ
に
あ
ろ
う
。

以
上
か
ら
、
荘
王
の
認
識
す
る
天
と
は
、
好
悪
の
感
情
を
有
す

る
人
格
神
で
あ
り
、
天
上
か
ら
為
政
者
の
行
動
を
監
視
・
査
定
し
、

そ
の
評
価
を
禍
福
に
よ
っ
て
示
す
存
在
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

か
か
る
天
は
、
「
斐
天
疾
威
し
、
天
篤
く
喪
を
降
す
。
我
を
餓
饉
に
廣

こ

と

ご

と

こ

と

ご

と

ま
し
め
、
民
は
卒
く
流
亡
し
、
我
が
居
園
は
卒
く
荒
す
」
（
『
詩
経
』

大
雅
・
蕩
之
什
・
召
曼
）
、
「
惟
れ
皇
い
な
る
上
帝
、
衷
を
下
民
に

降
す
。
」
（
『
書
経
』
商
書
•
湯
詰
）
、
「
君
爽
よ
、
不
弔
な
る
天
は

お
と

喪
を
殷
に
降
し
、
殷
は
既
に
蕨
の
命
を
墜
せ
り
」
（
『
書
経
』
周
書
・

君
爽
）
な
ど
、
『
詩
経
』
や
『
書
経
』
に
登
場
す
る
比
較
的
古
い
タ

イ
プ
の
天
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
の
思
想
的
基
盤
と
な
っ
て
い
る

の
は
、
天
の
事
象
と
人
の
事
象
と
の
間
に
密
接
な
関
連
を
想
定
す
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い
わ
ゆ
る
天
人
相
関
思
想
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
述
の
荘

王
の
発
言
は
、
か
か
る
天
人
相
関
の
観
点
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

同
様
の
天
観
念
は
、
上
博
楚
簡
中
の
『
三
徳
』
や
『
魯
邦
大
旱
』

な
ど
の
諸
篇
に
も
み
え
る
。

ま
ず
『
三
徳
』
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

る

偽
詐
を
為
す
母
れ
。
上
帝
は
将
に
之
を
憎
ま
ん
と
す
。
忌
む

べ
き
に
忌
ま
ざ
れ
ば
、
天
は
乃
ち
災
を
降
す
。
已
む
べ
き
に

巳
ま
ざ
れ
ば
、
天
は
乃
ち
異
を
降
す
。
（
中
略
）
喜
楽
に
期
度

無
き
は
、
是
れ
を
大
荒
と
謂
い
、
皇
天
は
諒
さ
ず
し
て
、
必

ず
之
に
復
ゆ
る
に
憂
喪
を
以
て
す
。
凡
そ
食
飲
に
量
計
無
き

ゆ
る

は
、
是
れ
を
隣
皇
と
謂
い
、
上
帝
は
諒
さ
ず
し
て
、
必
ず
之

に
復
ゆ
る
に
荒
を
以
て
す
。
（
上
博
楚
簡
『
三
徳
』
）

『
三
徳
』
に
お
い
て
も
「
上
帝
」
・
「
天
」
・
「
皇
天
」
な
ど
、
天

は
様
々
に
表
記
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
同
じ
天
を
指
す
。
そ
し
て

そ
の
天
は
、
為
政
者
の
「
偽
詐
」
行
為
を
憎
む
と
さ
れ
、
や
は
り

こ
こ
に
も
好
悪
の
感
情
を
持
つ
人
格
神
的
な
天
が
登
場
す
る
。
ま

た
、
「
忌
む
べ
き
に
忌
ま
ざ
れ
ば
、
天
は
乃
ち
災
を
降
す
。
已
む
べ

き
に
已
ま
ざ
れ
ば
、
天
は
乃
ち
異
を
降
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天

は
君
主
の
不
適
切
な
行
動
に
対
し
て
、
「
災
」
・
「
異
」
な
ど
の
災

禍
を
降
す
。
さ
ら
に
天
は
、
君
主
個
人
の
私
生
活
を
も
監
視
し
て

お
り
、
「
喜
楽
」
や
「
食
飲
」
な
ど
が
節
度
を
失
っ
た
場
合
、
「
憂

喪
」
や
「
荒
」
な
ど
の
懲
罰
を
与
え
る
。
『
三
徳
』
に
み
え
る
天
も
、

為
政
者
を
監
督
し
、
天
罰
な
ど
の
規
制
力
を
有
す
る
点
で
、
『
鄭
子

家
喪
』
の
天
と
軌
を
一
に
す
る
と
い
え
よ
う
汀
四
）

0

『
三
徳
』
ほ
ど
直
接
的
で
は
な
い
も
の
の
、
か
か
る
天
観
念
は

『
魯
邦
大
旱
』
に
も
看
取
さ
れ
る
。
大
旱
魃
に
見
舞
わ
れ
た
魯
の

哀
公
は
、
孔
子
に
対
策
を
求
め
る
。
孔
子
は
、
「
邦
に
大
旱
あ
る
は
、

な

乃
ち
諸
を
刑
と
徳
と
に
失
う
こ
と
母
か
ら
ん
か
」
と
、
君
主
が

「
刑
」
・
「
徳
」
に
関
し
て
失
政
を
行
っ
た
こ
と
が
旱
魃
の
原
因
で

あ
る
と
し
、
弟
子
の
子
貢
も
、
「
如
し
夫
の
刑
と
徳
と
を
正
し
て
、

以
て
上
天
に
事
う
れ
ば
、
此
れ
是
な
る
か
な
」
と
、
「
刑
」
・
「
徳
」

を
正
し
く
行
っ
て
上
天
に
お
仕
え
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。
す

な
わ
ち
、
『
魯
邦
大
旱
』
で
も
干
魃
と
い
う
自
然
災
害
が
哀
公
の
失

政
に
対
す
る
天
の
懲
罰
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
強
い

天
人
相
関
思
想
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
鄭
子
家
喪
』
と
同
じ
人
格
神
的
性
格
を
も
っ

天
は
、
他
の
上
博
楚
簡
諸
篇
に
も
散
見
さ
れ
、
こ
れ
自
体
は
決
し

て
本
篇
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
『
鄭
子
家
喪
』

で
は
、
天
と
対
峙
す
る
人
（
君
主
）
の
側
に
、
こ
れ
ら
の
諸
篇
と

は
異
な
る
特
殊
な
事
情
が
認
め
ら
れ
る
。

『
三
徳
』
や
『
魯
邦
大
旱
』
に
お
い
て
天
罰
の
対
象
と
さ
れ
て
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い
る
の
は
、
失
政
を
行
っ
た
君
主
た
ち
で
あ
っ
た
。
一
方
の
『
鄭

子
家
喪
』
で
は
、
悪
事
を
行
っ
た
の
は
鄭
の
子
家
で
あ
り
、
荘
王

に
は
全
く
過
失
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
件
と
無
関
係
な

は
ず
の
荘
王
が
天
の
怒
り
を
恐
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、

ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

注
目
さ
れ
る
の
は
、
前
掲
の
「
天
は
楚
邦
に
厚
く
し
て
、
諸
侯

の
正
と
為
さ
し
む
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
「
諸
侯
の
正
」
と
は
、

上
述
の
如
く
い
わ
ゆ
る
覇
者
を
指
し
て
お
り
、
こ
の
発
言
か
ら
荘

王
は
自
身
を
天
の
承
認
を
受
け
た
覇
者
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
覇
者
と
は
、
自
国
は
も
と
よ
り
天
下
全
体
の
秩
序
を
守
る

責
務
を
負
う
。
そ
の
覇
者
の
立
場
よ
り
み
れ
ば
、
鄭
国
の
事
件
は
、

単
な
る
他
国
の
不
祥
事
と
し
て
無
視
で
き
る
問
題
で
は
な
く
な
る
。

も
し
何
の
措
置
も
施
さ
な
け
れ
ば
、
覇
者
の
責
務
を
怠
っ
た
と
し

て
、
任
命
者
の
天
か
ら
詭
責
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
荘

王
は
、
一
国
の
君
主
と
し
て
で
は
な
く
、
覇
者
の
立
場
か
ら
天
の

怒
り
を
恐
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
春
秋
時
代
に
お
け
る
天
と
覇
者
と
の
関
係
を
考
え
る
上

で
興
味
深
い
の
は
、
『
国
語
』
晋
語
に
み
え
る
以
下
の
記
述
で
あ
る
。

宋
人
、
昭
公
を
試
す
。
趙
宣
子
は
師
を
霊
公
に
請
い
て
、
以

て
宋
を
伐
た
ん
と
す
。
公
日
く
、
「
晉
國
の
急
に
は
非
ざ
る
な

り
」
と
。
到
え
て
日
く
、
「
大
な
る
者
は
天
地
、
其
の
次
は
君

臣
、
明
訓
と
為
す
所
以
な
り
。
今
、
宋
人
は
其
の
君
を
試
す
。

是
れ
天
地
に
反
し
て
民
則
に
逆
う
な
り
。
天
は
必
ず
焉
を
誅

さ
ん
。
晉
、
盟
主
と
為
る
も
、
天
罰
を
修
め
ざ
れ
ば
、
将
に
焉

に
及
ば
ん
こ
と
を
憚
る
」
と
。
公
、
之
を
許
す
。
（
『
国
語
』

晋
語
）

宋
国
で
昭
公
が
試
殺
さ
れ
、
晋
の
卿
で
あ
る
趙
宣
子
が
、
晋
の

霊
公
に
宋
の
討
伐
を
願
い
出
る
。
だ
が
霊
公
は
、
「
晋
国
の
危
急
で

は
な
い
」
と
し
て
取
り
合
わ
な
い
。
趙
宣
子
は
、
天
地
・
君
臣
の

序
列
を
乱
し
た
宋
人
に
は
必
ず
天
誅
が
降
る
と
述
べ
た
後
、
「
晉
、

盟
主
と
為
る
も
、
天
罰
を
修
め
ざ
れ
ば
、
将
に
焉
に
及
ば
ん
こ
と

を
憚
る
」
の
よ
う
に
、
晋
に
も
災
い
が
降
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
語

る
。
盟
主
の
晋
国
が
天
を
代
行
し
て
天
罰
を
行
わ
な
け
れ
ば
、
宋

人
だ
け
で
な
く
、
晋
国
に
も
天
罰
が
降
る
と
誓
告
す
る
の
で
あ
る
。

晋
の
霊
公
は
、
春
秋
の
五
覇
の
一
人
と
し
て
有
名
な
晋
の
文
公
の

孫
に
あ
た
り
、
当
時
の
晋
国
に
は
ま
だ
、
覇
者
文
公
の
威
風
が
残

存
し
て
い
た
。
晋
は
諸
侯
の
盟
主
（
覇
者
）
で
あ
る
と
す
る
趙
宣

子
の
認
識
も
、
文
公
以
来
の
覇
者
意
識
を
受
け
継
ぐ
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
覇
者
の
国
で
あ
る
晋
は
、
天
を
代
行
し
て
天
罰
を
行
う

義
務
が
あ
り
、
も
し
こ
れ
を
実
行
し
な
い
場
合
は
、
晋
に
も
禍
が

及
ぶ
と
趙
宣
子
は
説
く
。
こ
う
し
た
趙
宣
子
の
言
葉
か
ら
窺
え
る

覇
者
と
天
と
の
関
係
は
、
ま
さ
に
『
鄭
子
家
喪
』
の
荘
王
の
発
言
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致
し
て
い
よ
う
。

国
語
』
晋
語
と
『
鄭
子
家
喪
』
と
の
類
似
性
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
金
城
氏
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
氏
は
両

者
の
相
違
点
に
も
注
目
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

と

つ
ま
り
、
『
左
伝
』
や
『
国
語
』
で
は
覇
者
が
自
ら
の
役
割
を

果
た
さ
な
け
れ
ば
、
天
よ
り
禍
い
が
降
る
と
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
り
、
『
鄭
子
家
喪
』
と
異
な
り
こ
こ
に
「
上
帝
鬼
神
」
は

登
場
し
な
い
。
『
鄭
子
家
喪
』
に
お
い
て
、
「
天
」
が
楚
に
覇

者
た
る
恩
恵
を
与
え
る
存
在
、
逆
に
「
上
帝
鬼
神
」
が
楚
王

に
禍
を
降
す
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
す

べ
き
で
あ
る
。

金
城
氏
は
、
『
左
伝
』
汀
加
）
や
『
国
語
』
で
は
「
天
」
の
み
に
言

及
す
る
の
に
対
し
、
『
鄭
子
家
喪
』
で
は
「
天
」
と
と
も
に
「
上
帝

鬼
神
」
が
登
場
す
る
点
に
着
目
す
る
。
そ
し
て
『
鄭
子
家
喪
』
の

中
で
、
「
天
」
は
恩
恵
を
与
え
る
存
在
、
「
上
帝
鬼
神
」
は
禍
を
降

す
存
在
と
い
う
よ
う
に
、
両
者
の
役
割
は
異
な
る
と
説
く
。

確
か
に
、
『
鄭
子
家
喪
』
に
は
「
鬼
神
」
も
登
場
し
て
お
り
、
こ

の
点
は
晋
語
と
の
差
違
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
「
天
」

と
「
上
帝
」
と
の
間
に
は
、
本
当
に
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
な
明
確

な
区
別
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
述
の
如
く
、
『
三
徳
』
で
は
「
上
帝
」
・
「
天
」
・
「
皇
天
」
な

ど
様
々
に
表
記
さ
れ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
同
一
の
も

の
、
す
な
わ
ち
「
天
」
を
指
す
。
ま
た
『
三
徳
』
で
は
、
こ
れ
ら

は
す
べ
て
刑
罰
を
降
す
存
在
と
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
天
は
恩
恵
、

上
天
は
刑
罰
と
い
っ
た
役
割
の
違
い
は
看
取
さ
れ
な
い
。
も
っ
と

も
、
当
初
は
殷
の
祖
先
神
で
あ
っ
た
「
上
帝
」
と
、
周
の
最
高
神

で
あ
っ
た
「
天
」
と
は
、
語
源
的
に
は
異
な
る
由
来
を
も
つ
。
だ

が
、
周
代
に
両
者
は
結
合
し
、
い
ず
れ
も
世
界
の
最
高
神
で
あ
る

「
天
」
を
指
す
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
以
上
の

こ
と
よ
り
す
れ
ば
、
『
鄭
子
家
喪
』
に
み
え
る
「
天
」
と
「
上
帝
」

は
同
一
の
も
の
を
指
し
て
お
り
、
為
政
者
に
恩
恵
や
刑
罰
を
も
た

ら
す
絶
対
的
な
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

浅
野
裕
一
氏
は
、
「
上
天
」
・
「
上
帝
」
・
「
鬼
神
」
な
ど
が
登
場

す
る
場
合
、
「
上
帝
鬼
神
」
と
連
称
さ
れ
る
場
合
が
多
い
こ
と
に
つ

い
て
、
「
な
お
上
天
•
上
帝
と
鬼
神
を
結
合
す
る
際
、
「
上
天
鬼
神
」

と
は
言
わ
れ
ず
に
、
決
ま
っ
て
「
上
帝
鬼
神
」
と
称
さ
れ
る
の
は
、

上
帝
の
側
が
殷
王
の
祖
先
神
と
し
て
の
面
影
を
な
お
残
し
て
い
て
、

上
天
よ
り
も
鬼
神
と
結
び
付
け
や
す
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
」
と

指
摘
す
る
凡
al)°

こ
の
指
摘
は
、
ま
さ
に
『
鄭
子
家
喪
』
の
場
合

に
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
『
鄭
子
家
喪
』
に
お
い

て
同
一
の
天
を
指
し
な
が
ら
「
上
帝
」
と
も
表
記
さ
れ
る
の
は
、
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下
文
の
「
鬼
神
」
と
連
語
を
形
成
し
や
す
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら

れ
る
（
「
鬼
神
」
に
関
し
て
は
、
次
節
を
参
照
）
。

さ
て
、
『
国
語
』
晋
語
と
『
鄭
子
家
喪
』
に
み
え
る
天
観
念
は
、

極
め
て
よ
く
似
た
性
格
を
示
す
も
の
の
、
細
か
く
見
る
と
両
者
の

間
に
は
差
異
も
認
め
ら
れ
る
。
晋
語
で
は
、
「
大
な
る
者
は
天
地
、

其
の
次
は
君
臣
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
地
が
君
臣
の
上
位
に
設
定

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
天
に
地
が
従
う
と
い
う
天
地
の
あ
り
方
こ

そ
が
上
下
関
係
の
理
想
で
あ
り
、
君
臣
関
係
の
模
範
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
人
間
世
界
に
お
け
る
君
臣
関
係

が
天
地
の
準
則
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
君
臣
の
秩
序
を

乱
す
こ
と
は
天
地
の
準
則
を
乱
す
も
同
然
の
行
い
と
い
え
る
。
し

た
が
っ
て
、
君
主
を
試
殺
し
た
宋
人
に
対
し
て
、
「
是
れ
天
地
に
反

し
て
民
則
に
逆
う
な
り
」
と
、
「
民
則
」
（
人
間
世
界
の
準
則
）
に

逆
ら
う
だ
け
で
な
く
、
「
天
地
」
に
も
反
す
る
行
為
で
あ
る
と
非
難

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
鄭
子
家
喪
』
に
は
、
君
臣

関
係
を
天
や
天
地
の
準
則
と
結
び
つ
け
る
思
考
は
み
え
な
い
。
「
天

下
の
證
を
顛
覆
」
す
と
あ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
人
間
世
界
の
枠

内
に
お
け
る
批
判
と
な
っ
て
い
る
。

晋
語
と
『
鄭
子
家
喪
』
を
比
較
す
る
と
、
人
間
世
界
に
お
け
る

君
臣
関
係
を
天
の
準
則
に
ま
で
拡
大
し
て
論
ず
る
か
否
か
と
い
う

点
に
は
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
天
と
覇
者
と
の

関
係
に
お
け
る
基
本
的
な
認
識
は
一
致
し
て
お
り
、
こ
の
点
よ
り

前
節
で
は
「
天
」
に
関
し
て
検
討
を
加
え
た
が
、
荘
王
は

帝
鬼
神
以
て
怒
を
為
さ
ば
」
の
よ
う
に
、
「
上
帝
」
（
天
）
と
と
も

に
「
鬼
神
」
の
名
も
挙
げ
て
こ
れ
を
畏
怖
し
て
い
る
。
そ
こ
で
本

節
で
は
、
こ
の
「
鬼
神
」
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
を
試
み
る
こ
と

に
す
る
。

『
漢
書
』
地
理
志
は
楚
国
の
習
俗
に
つ
い
て
、
「
今
の
南
郡
・
江

夏
・
零
綾
•
桂
陽
・
武
陵
•
長
沙
及
び
漢
中
・
汝
南
郡
は
、
尽
く

楚
の
分
な
り
。
（
中
略
）
郎
詔
叙
沿
団
り
淫
祀
を
重
ん
ず
」
と
、
「
巫

鬼
を
信
」
ず
る
風
俗
で
あ
る
と
記
す
。
「
巫
」
は
巫
祝
者
、
「
鬼
」

は
鬼
神
で
あ
り
、
「
巫
鬼
」
と
は
巫
祝
者
が
鬼
神
を
祀
っ
て
除
災
増

福
を
祈
る
な
ど
の
呪
術
的
行
為
を
指
す
。
無
論
、
こ
れ
は
中
原
諸

国
の
視
点
か
ら
楚
の
習
俗
を
記
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
楚
の
地

域
に
こ
う
し
た
鬼
神
信
仰
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う

で
あ
り
、
上
博
楚
簡
中
の
『
君
人
者
何
必
安
哉
』
・
『
束
大
王
泊
旱
』
．

『
平
王
問
鄭
寿
』
・
『
三
徳
』
・
『
鬼
神
之
明
』
な
ど
に
も
「
鬼
神
」

の
語
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。

『
墨
子
』
明
鬼
下
篇
は
、
「
天
の
鬼
有
り
。
亦
た
山
水
の
鬼
神
な

4
 

『
鄭
子
家
喪
』
に
お
け
る
「
鬼
神
」

み
れ
ば
、
『
鄭
子
家
喪
』
に
み
え
る
天
人
相
関
思
想
は
、

れ
と
大
き
く
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

「上

中
原
の
そ
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る
者
有
り
。
亦
た
人
死
し
て
鬼
と
為
る
者
有
り
」
の
よ
う
に
、
鬼

神
を
三
種
に
分
類
す
る
。
「
天
の
鬼
」
と
は
、
天
上
に
存
在
す
る
鬼

神
で
あ
り
、
同
篇
に
は
鬼
神
の
存
在
を
示
す
実
例
と
し
て
、
白
昼

堂
々
上
帝
の
使
者
と
し
て
降
臨
し
た
、
人
面
鳥
身
の
神
で
あ
る
句

茫
を
挙
げ
る
部
分
が
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、
天
の

鬼
神
と
は
、
『
呂
氏
春
秋
』
十
二
紀
や
『
礼
記
』
月
令
篇
な
ど
に
み

え
る
句
芭
・
祝
融
・
后
土
・
辱
収
・
玄
冥
な
ど
の
諸
神
を
指
す
と

思
わ
れ
る
°
次
の
「
山
水
の
鬼
神
」
と
は
、
山
神
・
河
神
な
ど
、

地
域
に
密
着
し
た
ロ
ー
カ
ル
色
の
濃
い
鬼
神
で
あ
る
。
そ
し
て
最

後
の
「
人
死
し
て
鬼
と
為
る
者
」
と
は
、
人
間
が
死
後
に
鬼
神
と

な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
主
と
し
て
祖
先
神
な
ど
を
指
す
。
そ
れ
で

は
、
『
鄭
子
家
喪
』
に
登
場
す
る
鬼
神
は
、
こ
の
内
の
い
ず
れ
の
タ

イ
プ
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
荘

王
の
発
言
が
参
考
に
な
る
。

鄭
の
子
家
は
天
下
の
證
を
顛
覆
し
、
鬼
神
の
不
祥
を
畏
れ
ず
、

')，
i

う
そ
’
ヽ

其
の
君
を
賎
賊
す
。

天
下
の
秩
序
を
転
覆
さ
せ
、
鬼
神
の
禍
を
も
恐
れ
ず
に
主
君
を

殺
害
し
た
と
し
て
、
荘
王
は
鄭
の
子
家
を
非
難
す
る
。
鄭
の
一
大

夫
に
す
ぎ
な
い
子
家
に
対
し
、
こ
こ
で
荘
王
が
天
の
鬼
神
や
山
川

の
鬼
神
を
も
ち
だ
す
の
は
些
か
唐
突
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の

鬼
神
と
子
家
と
の
関
係
は
や
や
迂
遠
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
回

の
子
家
の
試
殺
事
件
と
最
も
関
連
が
深
い
鬼
神
と
は
、
子
家
に
殺

害
さ
れ
た
鄭
君
の
祖
先
神
、
す
な
わ
ち
鄭
国
の
鬼
神
で
あ
ろ
う
。

鄭
君
を
殺
せ
ば
、
鄭
国
の
祖
先
祭
祀
は
断
絶
し
、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
鄭
国
の
鬼
神
に
恨
み
を
買
う
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

こ
で
荘
王
が
念
頭
に
お
く
鬼
神
と
は
祖
先
神
と
し
て
の
鬼
神
で
あ

り
、
よ
り
具
体
的
に
は
鄭
国
の
祖
先
神
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
「
上
帝
鬼
神
」
の
よ
う
に
上
帝
と
併
記
さ

れ
る
場
合
の
鬼
神
も
、
鄭
国
の
祖
先
神
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が

高
く
な
る
。
鄭
国
の
鬼
神
が
鄭
君
殺
害
の
件
で
楚
の
荘
王
を
怨
む

の
は
、
一
見
す
る
と
不
自
然
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
も
や
は
り
天

の
場
合
と
同
様
に
、
荘
王
が
覇
者
の
立
場
に
あ
る
こ
と
と
関
係
す

る
。
子
孫
を
殺
害
さ
れ
た
鄭
国
の
鬼
神
は
、
子
家
に
恨
み
を
抱
く

と
同
時
に
、
子
家
に
対
す
る
厳
正
な
処
罰
を
諸
侯
の
長
た
る
荘
王

に
求
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
処
罰
を
怠
れ
ば
、
恨
み
の
矛
先

は
覇
者
の
責
務
を
果
た
さ
な
い
荘
王
に
も
向
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で

荘
王
は
、
子
家
の
罪
を
こ
れ
以
上
放
置
す
れ
ば
、
天
（
上
帝
）
の

み
な
ら
ず
鄭
国
の
鬼
神
か
ら
も
お
咎
め
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
と

考
え
、
鄭
へ
の
出
兵
を
決
意
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
上
帝
と
と
も
に
鬼
神
の
名
も
挙
げ
て
こ
れ
を
恐

れ
て
い
る
の
は
、
い
ず
れ
も
荘
王
が
自
分
自
身
を
覇
者
と
考
え
て

い
る
こ
と
と
関
係
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
覇
者
の
視
点
に
立
つ
と
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い
う
点
こ
そ
が
、
『
鄭
子
家
喪
』
に
み
え
る
天
人
相
関
思
想
の
最
大

の
特
色
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
鬼
神
に
対
す
る
言
及
は
他
の
楚
王
説
話
に
も
看
取
さ
れ
、

楚
に
お
け
る
鬼
神
信
仰
の
盛
況
ぶ
り
を
窺
わ
せ
る
。
例
え
ば
、
楚

の
昭
王
の
説
話
を
記
す
『
君
人
者
何
必
安
哉
』
に
は
、
民
が
君
主

の
統
治
に
不
満
を
抱
い
た
場
合
、
鬼
神
を
通
じ
て
君
主
を
呪
誼
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
す
る
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。

民
は
能
わ
ざ
る
こ
と
有
る
も
、
鬼
は
能
わ
ざ
る
こ
と
無
き
な

＂ろ

り
。
民
誼
い
て
之
に
祟
る
を
思
え
ば
、
君
王
年
を
長
ら
え
ず

と
雖
も
、
可
な
り
。

民
自
体
に
は
で
き
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
鬼
神
に
は
で
き
な

い
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
民
が
（
君
主
の
統
治
に
不
満
を

抱
き
鬼
神
に
お
願
い
し
て
）
君
主
を
呪
誼
す
れ
ば
、
君
主
の
寿
命

を
縮
め
る
こ
と
さ
え
も
可
能
で
あ
る
。

こ
こ
に
登
場
す
る
鬼
神
は
、
民
の
祖
先
神
、
或
い
は
民
の
居
住

す
る
地
域
の
守
護
神
な
ど
、
ロ
ー
カ
ル
な
鬼
神
を
指
す
で
あ
ろ
う
。

民
は
自
分
で
は
直
接
君
主
へ
働
き
か
け
る
手
段
を
も
た
な
い
が
、

鬼
神
を
通
じ
て
間
接
的
に
君
主
に
働
き
か
け
る
こ
と
は
可
能
と
さ

れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
登
場
す
る
鬼
神
は
民
の
味
方
で
あ
り
、

時
に
は
国
家
権
力
に
対
抗
し
う
る
存
在
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る

ま
た
、
『
束
大
王
泊
旱
』
に
も
鬼
神
が
登
場
し
、
『
鄭
子
家
喪
』

と
同
じ
く
「
上
帝
鬼
神
」
と
い
う
語
も
み
え
る
。

皮
膚
病
を
患
っ
た
楚
の
簡
王
は
、
そ
の
原
因
を
名
山
名
深
の
祟

り
と
考
え
、
楚
国
の
鬼
神
祭
祀
の
定
法
を
変
更
し
て
、
名
山
名
深

の
祭
祀
を
行
お
う
と
す
る
。
し
か
し
、
君
主
の
私
的
な
事
情
に
よ

っ
て
楚
国
の
鬼
神
祭
祀
の
定
法
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
臣

下
の
漿
手
に
反
対
さ
れ
、
簡
王
は
し
ぶ
し
ぶ
こ
れ
を
思
い
と
ど
ま

る
。
こ
れ
を
聞
い
た
太
宰
の
発
言
が
以
下
の
部
分
で
あ
る
。

脈
手
は
楚
邦
の
鬼
神
の
主
を
為
む
れ
ば
、
敢
え
て
君
王
の
身

を
以
て
鬼
神
の
常
故
を
妻
乱
せ
ず
。
夫
れ
上
帝
鬼
神
の
高
明

な
る
や
甚
だ
し
。
将
に
必
ず
之
を
知
ら
ん
と
す
。

椅
手
は
楚
国
の
神
主
を
司
る
立
場
な
の
で
、
君
主
の
個
人
的
事

情
に
よ
っ
て
鬼
神
祭
祀
の
定
法
を
変
更
し
た
り
は
し
ま
せ
ん
。
上

帝
鬼
神
は
と
て
も
聡
明
で
す
。
そ
の
（
正
し
き
）
行
い
を
必
ず
や

察
知
す
る
で
し
ょ
う
。
•

こ
こ
に
登
場
す
る
鬼
神
は
、
「
楚
邦
の
鬼
神
」
と
あ
る
よ
う
に
楚

国
の
ロ
ー
カ
ル
な
神
々
で
あ
り
、
楚
国
の
祖
先
神
を
は
じ
め
と
す

る
楚
地
域
の
諸
神
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
名
山
名
深
の
祭

祀
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、
こ
こ
で
い
う
鬼
神
の
中
に

t
2
z
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本
稿
で
は
、
天
（
上
帝
）
や
鬼
神
の
分
析
を
通
し
て
、
『
鄭
子
家

喪
』
に
み
え
る
天
人
相
関
思
想
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
本
篇

結

五ロ_
＿＿
-a 

は
、
山
川
の
鬼
神
も
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

『
束
大
王
泊
旱
』
に
み
え
る
「
上
帝
鬼
神
」
と
は
、
具
体
的
に
は

天
と
楚
国
の
諸
神
（
楚
国
の
祖
先
神
と
し
て
の
鬼
神
、
及
び
山
川

の
鬼
神
）
を
指
す
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
如
く
、
『
君
人
者
何
必
安
哉
』
の
鬼
神
は
、
民
の
祖
先
神
、

或
い
は
地
域
の
守
護
神
で
あ
り
、
ま
た
『
束
大
王
泊
旱
』
の
鬼
神

は
、
楚
国
の
諸
神
（
楚
国
の
祖
先
神
・
山
川
の
神
）
で
あ
る
な
ど
、

上
博
楚
簡
の
楚
王
説
話
中
に
は
実
に
多
様
な
鬼
神
が
登
場
す
る
。

上
述
の
如
く
、
『
鄭
子
家
喪
』
に
み
え
る
鬼
神
は
、
鄭
国
の
祖
先
神

と
し
て
の
鬼
神
を
指
し
て
お
り
、
厳
密
に
は
こ
れ
ら
と
同
列
に
扱

う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
広
く
鬼
神
に
対
し
て
注
意

を
払
う
点
で
は
共
通
し
て
お
り
、
楚
は
「
巫
鬼
を
信
」
ず
る
風
俗

で
あ
る
と
す
る
『
漢
書
』
の
記
述
と
ま
さ
に
符
号
す
る
。
楚
地
域

以
外
の
出
土
文
献
が
少
な
い
現
時
点
に
お
い
て
、
地
域
性
を
論
ず

る
こ
と
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
鬼
神
に
関
し
て

は
、
や
は
り
楚
と
い
う
地
域
性
が
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に

思
う
。

に
み
え
る
天
と
は
、
世
界
の
主
宰
者
た
る
人
格
神
で
あ
り
、
為
政

者
の
統
治
を
監
督
し
、
そ
の
評
価
と
し
て
の
賞
罰
を
降
す
存
在
と

し
て
登
場
す
る
。
ま
た
鬼
神
は
、
祖
先
神
と
し
て
の
鬼
神
で
あ
り
、

『
鄭
子
家
喪
』
の
中
で
は
鄭
国
の
祖
先
神
を
指
し
て
い
る
。

人
格
神
と
し
て
の
天
は
、
他
の
上
博
楚
簡
諸
篇
に
も
散
見
さ
れ

る
が
、
そ
こ
で
は
自
国
の
統
治
に
お
い
て
失
政
を
行
っ
た
君
主
が

天
の
罰
を
受
け
る
と
い
う
、
単
純
で
直
接
的
な
天
人
相
関
思
想
と

な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
『
鄭
子
家
喪
』
の
そ
れ
は
、
鄭
国

の
秋
殺
事
件
に
直
接
関
わ
り
の
な
い
楚
の
荘
王
が
「
諸
侯
の
長
」

た
る
覇
者
の
立
場
か
ら
天
や
鬼
神
の
罰
を
恐
れ
る
と
い
う
、
些
か

複
雑
で
間
接
的
な
構
造
を
備
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
『
鄭
子
家
喪
』
の
天
人
相
関
思
想
は
、
一
国
の
君
主
と
し
て
で

は
な
く
、
天
下
を
保
全
す
る
覇
者
の
立
場
か
ら
み
た
天
人
相
関
思

想
で
あ
る
点
に
、
そ
の
特
色
が
認
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

覇
者
と
し
て
の
荘
王
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
は
、
本
説
話

全
体
を
読
み
解
く
上
で
非
常
に
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
鄭
へ
の
出

兵
、
鄭
の
包
囲
、
そ
し
て
晋
と
の
戦
い
。
こ
の
い
ず
れ
の
場
面
に

お
い
て
も
、
荘
王
の
言
動
は
こ
の
覇
者
意
識
に
貰
か
れ
て
い
る
よ

う
に
思
う
。
同
一
の
事
件
を
記
す
『
左
伝
』
や
『
史
記
』
の
記
述

と
比
較
を
行
う
こ
と
で
、
そ
れ
は
よ
り
鮮
明
と
な
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
ま
た
稿
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。
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(
1
)

馬
承
源
主
編
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
七
）
』
（
上
海
古
籍

出
版
社
、
二

0
0
八
年
）

(
2
)
朱
淵
清
・
庖
名
春
主
編
『
上
博
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
研
究
』
（
上
海
書

店
出
版
社
、
二

0
0
二
年
）
の
「
馬
承
源
先
生
談
上
海
簡
」
の
中
で

馬
承
源
氏
は
、
上
博
楚
簡
を
炭
素
十
四
法
で
測
定
し
た
と
こ
ろ
、
ニ

二
五
七
年
土
六
五
年
前
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
数
値
は
国
際
定
点
の
一
九
五

0
年
か
ら
遡
る
と
、
前
三

0
八
年

土
六
五
年
、
す
な
わ
ち
上
博
楚
簡
は
、
前
三
七
三
年
か
ら
前
二
四
三

年
の
間
の
竹
簡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
る
。

(
3
)

馬
承
源
主
編
『
上
博
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
一
）
』
（
上
海
古
籍
出
版

社
、
二

0
0
一
年
）
の
「
前
言
：
戦
国
楚
竹
書
的
発
現
保
殿
和
整
理
」

は
、
上
博
楚
簡
は
湖
北
省
か
ら
出
土
し
た
と
の
咽
が
あ
る
が
確
証
は

な
い
と
し
た
上
で
、
種
々
の
状
況
や
郭
店
楚
簡
と
の
比
較
か
ら
、
上

博
楚
簡
は
楚
が
郡
か
ら
遷
都
す
る
以
前
の
貴
族
の
墓
に
副
葬
さ
れ
て

い
た
可
能
性
が
高
い
と
指
摘
す
る
。
（
郭
店
楚
簡
は
、
副
葬
品
に
よ
る

考
古
学
的
な
編
年
か
ら
前
三

0
0年
前
後
の
楚
墓
で
あ
る
と
推
定
さ

れ
て
お
り
、
秦
の
白
起
が
郡
を
抜
く
前
二
七
八
年
が
楚
募
造
営
の
下

限
と
さ
れ
る
。
な
お
、
郭
店
楚
簡
に
つ
い
て
は
、
炭
素
十
四
測
定
法

に
よ
り
、
国
際
定
点
の
一
九
五

0
年
を
遡
る
こ
と
二
三
四
〇
士
一
七

0
年
、
す
な
わ
ち
前
三
九
一
士
一
七

0
年
（
前
五
六
一
年

1
前
ニ
ニ

注

一
年
）
の
竹
簡
で
あ
る
と
の
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。

(
4
)

浅
野
裕
一
氏
は
、
『
昭
王
毀
室
』
や
『
束
大
王
泊
旱
』
に
関
し
て
、

そ
の
内
容
が
楚
王
と
楚
の
臣
下
の
物
語
で
あ
る
こ
と
や
、
そ
の
中
に

楚
特
有
の
官
職
名
が
登
場
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
れ
ら
を
楚
で
作

成
さ
れ
た
現
地
性
の
文
献
で
あ
る
と
推
定
す
る
。
（
浅
野
裕
一
「
新
出

土
資
料
と
諸
子
百
家
研
究
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
別
冊
総
第
三
十
八

号
、
二

0
0
五
年
）
。
ま
た
、
湯
浅
邦
弘
氏
も
同
様
の
観
点
か
ら
、
『
昭

王
毀
室
』
・
『
昭
王
与
典
之
肌
』
・
『
荘
王
既
成
』
な
ど
の
楚
王
説
話
は
、

楚
の
現
地
性
の
文
献
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
湯
浅
邦
弘
「
父
母

の
合
葬
ー
上
博
楚
簡
『
昭
王
毀
室
』
に
つ
い
て
ー
」
（
『
東
方
宗
教
』

第
一
〇
七
号
、
二

0
0
六
年
）
・
同
氏
「
語
り
継
が
れ
る
先
王
の
故

事
ー
上
博
楚
簡
『
昭
王
与
典
之
冊
』
の
文
献
的
性
格
ー
」
（
『
中
国
研

究
集
刊
』
露
号
（
総
第
四
十
号
）
、
二

0
0
六
年
）
・
同
氏
「
上
博
楚

簡
『
荘
王
既
成
』
の
「
予
言
」
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
別
冊
（
総
第
四

十
五
号
）
、
二

0
0
七
年
）
）
な
お
、
以
上
の
浅
野
氏
・
湯
浅
氏
の
諸

論
文
は
、
後
に
刊
行
さ
れ
た
湯
浅
邦
弘
編
『
上
博
楚
簡
研
究
』
（
汲
古

書
院
、
二

0
0七
年
）
に
収
録
。

(
5
)

「
簡
吊
網
」

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
b
s
m
.
o
r
g
.
c
n
/
)

・
「
復
旦
大
学
出
土
文
献
与

古
文
字
研
究
中
心
」

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
g
w
z
.
t
l
1
d
a
n
.
c
d
u
.
c
n
/
D
e
f
a
u
l
t
.
a
s
p
)

(
6
)
小
寺
敦
「
上
海
博
楚
簡
『
鄭
子
家
喪
』
諄
注
ー
附
•
史
料
的
性
格

に
関
す
る
小
考
ー
」
（
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
五
七
、
二

O

0
年
三
月
）
）
、
及
び
金
城
未
来
「
上
博
楚
簡
『
鄭
子
家
喪
』
訳
注
」

(75) 



（
『
中
国
研
究
集
刊
』
総
第
五
十
一
号
、
二

0
1
0年）

(
7
)
『
鄭
子
家
喪
』
の
形
制
に
関
す
る
よ
り
詳
細
な
情
報
は
、
金
城
未
来
・

竹
村
渉
「
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
』
（
七
）
』
所
収
文
献
提
要

（
一
）
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
麗
号
（
総
第
四
十
八
号
）
、
二

O
O
九

年
六
月
）
を
参
照
。

(
8
)
整
理
者
は
「
喪
」
字
と
し
、
復
旦
読
書
会
は
「
茫
」
（
亡
）
字
と
す

る
。
（
復
旦
大
学
出
土
文
献
与
古
文
字
研
究
中
心
研
究
生
読
書
会
「
《
上

博
七
•
鄭
子
家
喪
》
校
読
」
（
「
復
旦
網
」
、
二0
0
八
年
十
二
月
三
十

一
日
）
）
。
「
サ
亡
」
字
は
、
「
喪
」
字
と
「
亡
」
字
の
い
ず
れ
に
も
通
じ
、

意
味
上
も
大
差
が
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
喪
」
字
で
読
ん
で

お
く
(
)

(
9
)
整
理
者
は
「
郎
」
字
と
し
、
郎
人
の
意
と
す
る
が
、
鄭
の
子
家
が

死
去
す
る
前
五
九
九
年
以
前
に
お
い
て
郎
国
は
す
で
に
滅
ん
で
い
る
。

復
旦
読
苫
会
は
「
邊
」
字
に
隷
定
し
、
辺
境
の
役
人
を
指
す
と
し
て
、

『
国
語
』
魯
語
上
「
晉
人
殺
服
公
、
邊
人
以
告
」
を
類
例
と
し
て
挙

げ
る
(
)
復
旦
読
料
会
の
説
が
妥
当
で
あ
ろ
う

t
)

(10)
陳
偉
「
《
鄭
子
家
喪
》
初
読
」
（
「
簡
吊
網
J

、
二

0
0
八
年
十
二
月

三
十
一
日
）
は
、
「
就
」
字
を
使
動
用
法
と
し
、
大
夫
を
招
来
す
る
意

に
解
す
る
。
一
方
、
李
天
虹
「
《
鄭
子
家
喪
》
補
釈
」
（
「
簡
吊
網
」
、

ニ
O
O九
年
一
月
十
二
日
）
は
、
同
様
の
用
法
が
『
競
平
王
就
鄭
壽
』

に
も
見
え
る
と
し
、
現
在
「
就
」
字
に
は
使
役
用
法
で
呼
び
出
す
と

す
る
解
釈
と
、
自
分
が
訪
問
す
る
と
い
う
二
つ
の
解
釈
が
あ
る
が
、

こ
の
う
ち
後
者
の
可
能
性
が
高
い
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
荘
王
が
長

ら
く
心
中
に
秘
め
て
い
た
こ
と
を
大
夫
に
打
ち
明
け
る
場
面
な
の
で
、

大
夫
の
も
と
に
わ
ざ
わ
ざ
出
向
い
た
と
す
る
李
天
虹
説
が
妥
当
と
思

わ
れ
る
。

(11)
整
理
者
は
「
柄
」
字
と
し
、
「
憂
」
の
意
に
解
す
る
。
復
旦
読
書
会
・

陳
偉
は
「
病
」
と
す
る
。
こ
こ
で
は
後
者
に
従
う
。

(12)
整
理
者
は
「
急
」
字
に
解
し
、
凡
國
棟
「
《
上
博
七
・
鄭
子
家
喪
》

校
読
札
記
両
則
」
（
「
簡
吊
網
」
、
二

0
0
八
年
十
二
月
三
十
一
日
）
は
、

「
及
」
字
に
解
す
る
。
意
味
を
重
視
し
、
後
者
に
従
う
。

(13)

整
理
者
は
「
而
後
」
に
隷
定
し
、
諸
家
の
多
く
も
こ
れ
に
従
う
。

だ
が
、
侯
乃
峰
「
上
博
（
七
）
字
詞
雑
記
六
則
」
（
「
復
旦
網
」
、
二

O

0
九
年
一
月
十
六
日
）
は
、
「
而
」
字
で
は
な
く
「
天
」
字
で
あ
る
と

し
、
「
後
」
字
は
「
厚
」
字
と
音
通
す
る
と
し
て
、
「
天
厚
」
と
解
す

る
。
す
な
わ
ち
、
上
天
が
楚
国
を
厚
遇
し
、
諸
侯
の
長
と
し
た
と
い

う
意
味
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
上
帝
鬼
神
が
楚
国
を
咎
め
る
こ

と
も
な
い
と
す
る
。
草
野
友
子
「
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
簡
に
お
け

る
誤
写
の
可
能
性
に
つ
い
て
ー
『
武
王
践
昨
』
『
鄭
子
家
喪
』
を
中
心

に
ー
」
（
『
京
都
産
業
大
学
論
集
』
人
文
科
学
系
列
第
四
一
号
、
二

O

1
0
年
）
や
金
城
前
掲
論
文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
写
真
版
で
は
確

か
に
「
天
」
字
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
下
文
と
の
対
応
か
ら

も
、
侯
乃
峰
説
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。

(
1
4
)
「
正
」
字
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
「
善
」
の
意
、
復
旦
読
書
会
は
「
主

(76) 



宰
」
の
意
、
凡
國
棟
及
び
都
士
宏
「
読
《
鄭
子
家
喪
》
小
記
」
（
「
復

旦
網
」
二

0
0九
年
一
月
三
日
）
は
、
「
長
」
の
意
と
解
釈
す
る
。
今

は
凡
國
棟
・
祁
士
宏
の
説
に
従
っ
て
お
く
。

(15)
整
理
者
は
「
罷
捩
」
と
し
、
「
悪
劣
行
痙
」
の
よ
う
に
悪
い
意
味
で

解
釈
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
復
旦
読
書
会
は
、
「
恭
厳
」
或
い
は
「
括

淡
」
、
陳
偉
は
「
寵
光
」
の
よ
う
に
良
い
意
味
と
す
る
。
こ
こ
で
は
字

形
を
重
視
し
、
陳
偉
説
に
従
う
。

(16)

整
理
者
は
、
甲
本
に
つ
い
て
は
「
昏
（
問
）
」
と
し
、
乙
本
は
「
情

（
請
）
」
と
す
る
。
陳
偉
と
何
有
祖
「
上
博
七
《
鄭
子
家
喪
》
札
記
」

（
「
簡
吊
網
」
、
二

O
O
八
年
十
二
月
三
十
一
日
）
は
、
甲
本
に
も
「
青
」

字
が
確
認
で
き
る
の
で
、
乙
本
に
従
っ
て
甲
本
も
「
請
」
に
読
む
べ

き
と
す
る
。
陳
偉
•
何
有
祖
の
説
に
従
う
。

(
1
7
)整
理
者
は
「
折
J

字
と
し
、
陳
偉
•
何
有
祖
は
「
賊
」
に
読
む
べ

き
と
す
る
。
後
者
の
説
に
従
う
。

(18)

整
理
者
は
待
考
と
す
る
へ
）
復
旦
読
書
会
は
、
乙
本
は
「
我
」
字
で

あ
る
と
し
、
甲
本
は
「
余
」
字
の
謡
体
で
あ
る
と
す
る
。
復
旦
読
書

会
の
説
に
従
う
へ
）

(19)
整
理
者
は
待
考
と
す
る

3

凡
國
棟
の
説
に
従
い
「
滅
覆
」
と
解
し

て
お
く
。

(20)
整
理
者
は
「
執
」
と
す
る
。
陳
偉
は
、
『
左
伝
』
宣
公
十
二
年
の
「
溜

旺
入
盟
、
子
良
出
質
J

と
関
連
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
質
」
字
に
解

す
る
，
こ
こ
で
は
陳
僻
説
に
従
う
。

(21)

「
利
木
三
●
（
火
＋
旨
）
」
に
つ
い
て
、
整
理
者
は
待
考
と
す
る
。

復
旦
読
書
会
は
、
「
梨
木
三
寸
」
と
し
、
『
左
伝
』
哀
公
二
年
の
「
桐

棺
三
寸
、
不
設
隔
壁
、
下
卿
之
罰
也
」
を
参
考
に
、
こ
れ
は
礼
制
で

子
家
の
葬
像
を
行
わ
な
い
一
種
の
懲
罰
処
置
と
解
す
る
（
「
梨
木
」
と

は
、
梨
木
制
の
棺
）
。
陳
偉
は
「
梨
」
に
は
割
く
意
が
あ
る
と
し
、
『
左

伝
』
宣
公
十
年
「
鄭
子
家
卒
（
）
鄭
人
討
幽
公
之
乱
、
研
子
家
之
棺
、

而
逐
其
族
」
の
記
事
と
対
応
す
る
と
指
摘
す
る
。
今
は
復
旦
読
書
会

の
見
解
に
従
う
。

(22)
整
理
者
は
「
疏
索
以
供
」
と
し
、
「
疏
」
は
粗
の
意
で
、
「
疏
索
」

は
稀
少
の
意
と
す
る
。
復
旦
読
書
会
は
、
「
疏
索
以
紘
」
と
釈
し
、
「
疏
」

は
粗
い
、
「
索
」
は
棺
を
括
る
縄
、
「
紘
」
は
束
の
意
と
し
、
粗
い
縄

で
棺
を
括
る
こ
と
と
す
る

C

復
旦
読
書
会
の
説
に
従
う
。

(23)

整
理
者
は
「
私
」
字
と
し
、
復
旦
読
書
会
は
「
丁
」
字
と
し
、
何

有
祖
は
「
犯
」
字
と
す
る
。
今
は
、
復
旦
読
書
会
の
説
に
従
っ
て
お

＜
 

(24)
整
理
者
は
「
陥
」
字
に
隷
定
し
、
熊
立
章
「
読
釈
II

春
II

及
《
上

博
七
》
中
的
幾
個
字
」
（
「
簡
吊
網
」
、
二

O
O九
年
一
月
八
日
）
は
「
掩
」

字
と
す
る
。
熊
立
章
の
説
に
従
う
。

(25)
整
理
者
は
「
起
」
字
と
す
る
。
復
旦
読
書
会
は
「
辺
」
字
と
し
、
「
迎

撃
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
と
す
る
。
す
で
に
楚
軍
は
兵
を
起
こ

し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
楚
軍
が
再
度
「
起
」
つ
の
は
不
自
然
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
後
者
の
説
に
従
う
。
下
文
の
「
還
軍
以
沿
之
」

(77) 



に
つ
い
て
も
同
採
で
あ
る

t
}

(
2
6
)
小
寺
敦
前
掲
論
文

3

(
2
7
)
小
寺
氏
の
[
繹
文
]
で
は
「
應
」
字
に
釈
読
す
る
が
ヽ
[
訓
讀
]
で
は

「
思
」
字
に
釈
読
し
、
使
役
の
意
と
し
て
読
ん
で
い
る
。

(
2
8
)
ま
た
小
寺
氏
は
、
「
邦
の
病
」
の
部
分
に
つ
い
て
も
、
鄭
国
の
事
件

が
楚
国
の
病
で
あ
る
と
い
う
主
旨
の
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
部

分
も
や
は
り
、
ま
だ
覇
者
と
は
な
っ
て
い
な
い
楚
国
に
と
っ
て
、
な

ぜ
楚
国
と
関
わ
り
の
な
い
他
国
の
事
件
が
楚
国
の
病
と
な
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
り
、
整
合
的
な
解
釈
が
困
難
と
な
る
で
あ

ろ
う
。

(29)
上
博
楚
簡
『
三
徳
』
に
み
え
る
天
観
念
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
上

博
簡
（
五
）
《
三
徳
》
篇
中
天
的
観
念
」
（
郭
齊
勇
主
編
《
個
家
文
化
研

究
第
一
輯
》
生
活
·
證
書
•
新
知
三
聯
書
店
、
二

0
0
七
年
）
を
参

照，＇

(30)
金
城
氏
は
、
覇
者
が
諸
侯
の
長
と
し
て
の
務
め
を
果
た
さ
な
か
っ

た
場
合
、
天
か
ら
災
い
を
受
け
る
例
と
し
て
、
『
国
語
』
晋
語
と
と
も

に
、
『
左
伝
』
昭
公
十
一
年
の
「
察
侯
獲
罪
於
其
君
而
不
能
其
民
。
天

将
仮
手
於
楚
以
斃
之
」
を
挙
げ
る
。
し
か
し
、
『
左
伝
』
の
中
で
楚
は

覇
者
の
国
と
し
て
登
場
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
『
鄭
子
家
喪
』

と
類
似
の
事
例
と
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

(31)

浅
野
裕
一
「
上
博
楚
簡
『
束
大
王
泊
旱
』
の
災
異
思
想
」
（
『
集
刊

東
洋
学
』
第
百
号
、
二

0
0
八
年
）
の
注

(23)

を
参
照
。

(32)

上
博
楚
簡
『
君
人
者
何
必
安
哉
』
に
つ
い
て
は
、
湯
浅
邦
弘
「
教

戒
書
と
し
て
の
『
君
人
者
何
必
安
哉
』
」
（
浅
野
裕
一
編
『
竹
簡
が
語

る
古
代
中
国
思
想
（
三
）
ー
上
博
楚
簡
研
究
ー
』
第
五
章
、
汲
古
選

替
、
二

0
1
0年
）
に
詳
し
い
考
察
が
あ
る
。

(78) 


